
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小規模事業者持続化補助金申請」講座参加申込 

事業所名 ( 会員 ・ 非会員 ) TEL   (      ) 

所在地  FAX   (      ) 

受講者名 

                                    参加希望の時間   【 午前の部 ・午後の部 】 

     参加希望の時間   【 午前の部 ・午後の部 】 
 

九州北部豪雨は朝倉市や朝倉郡、日田市などに甚大な被害をもたらしました。 

直接的な被害や風評被害を含む間接的な被害は小規模事業者にとっては、事業を継続する際の 

大きな障害となっています。 中小企業庁では被災された事業者の支援を行うことを目的に豪雨 

災害対策型「小規模事業者持続化補助金」を制定しました。 

この補助金の申請には「経営計画の策定」が必須となっています。 

本講座では、申請に欠かせない経営計画書作成を学ぶための講座です。 是非、ご参加ください。 

  ※参加者が少人数の際は、個別相談会とさせて戴きます。 

 

※ご記入いただいた内容は、当事業運営のために利用する他、事務連絡や関連事業の情報提供のために利用することがあります。 

平成 29 年   月   日 
年  月  日 

平成 29年 ８月 ３１日 (木) 
午前の部：１０時～１２時 
午後の部：１３時～１５時 
（補助概要と申請方法説明） 

朝倉商工会議所 会議室 
         (朝倉市甘木 955-11) 

５０名 
 

無料 

◆講 師◆ 宮川 譲氏（中小企業診断士） 
 

◆主 催◆ 朝倉商工会議所 
     筑後地域中小企業支援協議会 

TEL：0946-22-3835 ／ FAX：0946-22-5166 

お申込の際は⇒下記申込欄に必要事項をご記入いただき、 

ＦＡＸにてお申込みください。 

朝倉商工会議所 行  FAX:０９４６-２２-５１６６ 

小規模事業者持続化補助金 
 
経営計画に基づいて販路開拓等の取組みを 
行う小規模事業者に対する補助金  
➢ 上限額１００万円または５０万円 

➢ 補助率２／３ 
※北部豪雨被災者は直接間接を問わず 
 福岡県の支援と併せて補助率が 

３／４に引き上げられます。 
 

＜具体例＞ 
① 広告宣伝（チラシ・ホームページ作成等） 
② 集客力向上のための店舗改装 
③ 商談会展示会への出展 
④ 商品パッケージのデザイン一新 
 

総額 150 万円の場合、112 万５千円が 
補助となります。（合計補助率３/４） 

国と県が被災事業者を強力に支援します！ 


